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いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務委託に係る 

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 

 

 

石川県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 

 

１ 目的 

この実施要領は、いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務委託受託者を公募型プ

ロポーザル（提案）方式によって選定する手続きについて、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

２ 業務委託の内容 

（１） 業務名 

いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務 

（２） 業務内容 

別添「業務委託仕様書」のとおり 

（３） 委託期間 

契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

（４） 委託費用 

５３，２８０千円（消費税相当額を含む。）以内 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための 

額であること、又、実際の契約額は異なる場合があることに留意すること。 

※金額に係る消費税及び地方消費税の税率は 10％として算出すること。 

なお、受託期間中に税率の変更があった場合は、変更した税率で変更契約する。 

（５） 成果物と納期 

成果物については、別添「業務委託仕様書」の記載のとおり 

納期：令和７年３月３１日（月） 

 

３ スケジュール（予定） 

№ 実施内容 日 程 備 考 

１ 公募開始 令和６年８月 １日（木） 県のＨＰ上に掲載 

２ 質問票提出期限 令和６年８月１３日（火） 電子メールで提出 

３ 参加申込書 令和６年８月２３日（金） 持参又は郵送で必着 

４ 企画提案書提出期限 令和６年８月２３日（金） 持参又は郵送で必着 

５ 参加資格審査結果通知 令和６年８月２８日（水） 郵送で通知 

６ 書面審査 令和６年９月上旬以降  

７ 選定結果の公表、通知 令和６年９月上旬以降 郵送で通知 

８ 契約の締結 令和６年９月上旬以降  

 

４ プロポーザル参加資格 

 本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる条件の全てに該当する者で

あること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

（２）令和６年度において石川県の競争入札参加者資格に登録されている（もしくは契
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約締結時までに登録が予定されている）者であること。 

（３）国または地方公共団体及びそれらの外郭団体等から、過去５年以内に業務を受注

し、スポーツ施設における会員管理システムの構築等の実績を有する者であること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申

立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく民事再生手続

開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て

がなされていない者であること。 

   ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定を受けている者は、申立てがなされていないものとみなす。 

（５）次の①から⑤までのいずれにも該当しない者であること。 

  ① 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

  ② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

  ③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

  ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

  ⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）石川県から競争入札の指名停止または見積もり合せへの参加排除を受けて、参加

申込書及び企画提案書受付期間において、指名停止または参加排除期間中にある者

でないこと。 

（７）石川県に納税義務を有するものにあっては、本県の県税全般について、未納がな

い者であること。 

（８）プライバシーマーク、ISO9001（品質マネジメントシステム）、ISO14001（環境マ

ネジメントシステム）、ISO/IEC20000（IT サービスマネジメントシステム）及び

ISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証取得をしているこ

と。 
 

５ プロポーザル参加に係る各種手続き及び書類の提出先 

（１） 手続きが必要な事項 

① 当実施要領及び仕様書に関する質問票の提出   

・質問票の提出はメールのみとする。 

② プロポーザルへの参加申込及び辞退 

・持参又は郵送とする。 

③ 企画提案書の提出 

・持参又は郵送とする。 

 

（２） 提出先（事務局） 

石川県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 企画管理グループ（県庁行政庁舎 10

階） 

（住所）〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1 丁目 1 番地 

電子メールアドレス：i-sports@pref.ishikawa.lg.jp 

電話番号：076-225-1391 
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 なお、手続き書類を持参する場合の受付時間は、土・日曜日及び祝日を除く、

平日の午前９時から午後５時までとする。 

６ 質問の受付及び回答 

  実施要領及び仕様書に関する質問がある場合は、次により提出すること。 

  なお、企画提案書の審査に係る質問は受け付けないので留意すること。 

（１） 質問票提出期限 

令和６年８月１３日（火）午後５時必着 

（２）提出方法 

質問票【様式１】を電子メールにて、件名を「【会社名】いしかわ総合スポーツ

センターＤＸ推進業務に係る質問」として提出し、送付後、必ず電話により着信

確認を行うこと。 

（３）質問への回答方法 

質問のあった電子メールに返信する。なお、実施要領及び仕様書等の補足事項 

として、周知の必要があると認められた場合は、県ＨＰにて周知する。 

 

７ 参加申込書等の提出 

  本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次のとおり参加申込書を提出すること。 

（１）提出期限 

令和６年８月２３日（金）午後５時 

（２）提出書類及び部数 

   ①公募型プロポーザル参加申込書【様式２】＜１部＞ 

   ②誓約書【様式３】＜１部＞ 

   ③事業者概要【様式４】＜１部＞ 

   ・法人登記簿謄本、直近３か年の決算書、定款、役員名簿、パンフレット等事業者

の規模や業務内容が分かるもの。  

④同種又は類似業務実績【様式５】＜１部＞ 

   ・国又は地方公共団体、外郭団体等から受注した、過去５年以内の契約内容が分か

るもの。（契約書の写しや広報媒体等を添付すること。） 

   ・スポーツ施設の会員管理システム等の構築実績が分かるもの。 

 ⑤石川県に納税義務を有する者は、本県が発行する納税証明書＜１部＞ 

（３）提出方法 

   持参又は郵送とする。 

（４）参加資格の審査 

  ①参加希望者は、上記（２）の提出書類を提出し、参加資格があることの審査を受

けなければならない。 

  ②審査の結果は文書により通知する。 

  ③審査の結果については異議の申し立てをすることができない。ただし、前記②の

通知を受けた者のうち、参加資格がないと判断した者については、その判断理由

を付すものとする。 

（５）参加の辞退 

参加申込書【様式２】を提出したにもかかわらず、事情等により参加を辞退する

場合は、速やかに参加辞退届【様式６】を提出すること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

令和６年８月２３日（金）午後５時 
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（２）提出書類及び部数 

   企画提案書は正本１部（企業名記載・押印）に加えて、企業名を除した副本を９

部提出すること。副本の①から④には企画提案者の企業名は記載しないこと。 

① 企画提案書＜１０部＞ 

    ア Ａ４判横向き、上綴じ、片面印刷、表紙・目次を除いて５０頁以内  

    イ 表紙に「いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務委託企画提案書」と

記載する。 

    ウ 仕様書に沿って作成すること。 

    エ パンフレット等参考資料がある場合は、それらも１０部提出すること。 

② 企画提案書概要＜１０部＞ 

Ａ４版、横書き、様式不問、片面印刷１ページ 

③ 本業務全体の実施スケジュール等【様式７】＜１０部＞ 

     「業務実施体制」には委託業務を実施するにあたり、総括責任者、担当者の

氏名、資格、主な業務経験等を記載すること。 

④ 見積書（様式任意）＜１０部＞ 

     本件に要する一切の経費を含んだ総額を見積もることとし、業務区分ごとの数

量、単価、金額等を明らかにした積算根拠がわかる内訳書を添付すること。ま

た、構築費用に加えて、今後の運用・保守に係る費用についても評価の対象と

するので、令和７年４月から令和１２年３月（６０ヶ月）までの運用・保守費

用を別途見積もることとし、積算根拠がわかる内訳書を添付すること。 

⑤ ハードウェア及びソフトウェア一覧表【様式８】、【様式９】＜１０部＞ 

企画提案に含まれるハードウェア及びソフトウェアを明記すること。 

（３）提出方法 

   持参又は郵送とする。書類を郵送する場合は、５（２）の担当者に事前に電話連

絡の上、簡易書留など記録が残る手法により提出期限までに必着させること。なお、

封筒に「いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務関係書類在中」と朱書きする

こと。 

（４）留意事項 

  ①提出できる企画提案書は１案とする。 

② 提出期限までに提出しない者は辞退したものとみなす。 

③ 一度提出した企画提案書等はこれを書き換え、引き換え又は撤回することはで

きない。 

④ 必要に応じて追加資料を求める場合がある。 

⑤ 提出された企画提案書は、審査に必要な範囲において複製する。 

⑥ 企画提案書の記載内容に、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う

こととする。 

   

９ 企画提案書に関する書面審査 

（１）審査は、企画提案書による審査のみとし、プレゼンテーション審査は実施しない。 

（２）提出された企画提案書を別紙「いしかわ総合スポーツセンターＤＸ推進業務委託

評価基準」に基づき、複数人で構成された業務委託プロポーザル審査委員会におい

て、審査を行うものとし、評価の合計が最も高い者を最優秀提案者とし、契約の相

手方として選定する。なお、同点の場合は、選定委員会にて協議の上、決定する。 

（３）参加者が１者の場合、参加者の評点の合計が満点の６割に達したときに、契約の

相手方として選定する。 
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（４）審査委員会は非公開で行う。 

（５）次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

① 審査委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

② 他の参加者と企画提案書の内容等について相談を行うこと。 

③ 実施要領又は業務委託仕様書に適合しない書類を作成すること。 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑤ その他選考結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（６）本プロポーザルの審査の内容についての問い合わせには一切応じない。また、審

査結果についての異議申立ては受け付けないものとする。 

 

１０ 選定結果の通知 

  選定結果は、参加者により文書により通知するとともに、業務委託候補者を石川県

ホームページに掲載する。 

 

１１ 契約の締結 

（１）石川県は、審査委員会が最も優れた提案を行ったとした参加者と本件業務委託に

ついて、別途あらためて内容を協議した上で契約を締結する。 

   ただし、その者が、本実施要領４に記載する規定のいずれかに該当することとな

った場合等においては、契約の締結を行わないことがある。 

（２） 上記９において最優秀提案者として選定されたものが、正当な理由なく契約し

ないとき又は協議が整わなかったときは、審査において順位付けされた上位の者

から順に、契約に関する協議を行ったうえで契約を締結させることができる。 

（３） 契約成立後、業務を進める中で、契約書の内容の一部を変更する必要が生じた

場合は、契約者との合意の上、変更することができる。 

 

１２ 契約の解除 

  契約後であっても、次に該当する場合は契約を解除することを妨げないものとする。 

（１）提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合 

（２）受託者に重大な瑕疵がある場合 

（３）業務遂行の意思が認められない場合 

（４）業務遂行能力が無いと認められた場合 

（５）本実施要領４に記載する規定のいずれかに該当することとなった場合 

 

１３ 業務の一括再委託の禁止 

  受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることが 

できない。 

  ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、委託者と協議

の上、業務の一部を委託することができるものとする。この場合、事前に事務局に対

して書面にて再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、再委託先の概算金額、その

他委託先に対する管理方法等必要事項を報告しなければならない。 

 

１４ その他 

（１）企画提案書当の作成及び提出等に要した経費は参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）提出された企画提案書は、審査以外を目的として参加者に無断で使用しない。 

（４）選定結果として参加者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合がある。 
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 また、県民等から情報公開の請求に応じて、企画提案書等の情報開示を行う場合があ

る。 

（５）本プロポーザルの参加により、本県から知り得た情報は、他者に漏らしてはなら

ない。 

（６）委託業務の詳細事項及び業務の進め方等は、委託者の支持に従うこと。 

（７）委託期間中に、委託業務の中間報告を求められた時は、速やかに報告すること。 

（８）実施要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令、地方公営企業

法、同法施行令及びその関係法令並びに石川県個人情報保護条例、石川県財務規則

及びその他の石川県が制定する関係条例・規則等に従うものとする。 

 

 

提出書類一覧 

№ 書類名（添付書類） 提出部数 提出期限（提出方法） 

１ 質問書 １部 令和６年８月１３日

（火）午後５時必着 

 

（電子メール） 

２ ① 参加申込書 

② 誓約書 

③ 事業者概要 

・法人登記簿謄本、直近３か年の決算書、

定款、役員名簿、パンフレット等事業者の

規模や業務内容が分かるもの 

④ 同種又は類似業務実績 

⑤ 石川県に納税義務を有する者は、

本県が発行する納税証明書 

各１部 令和６年８月２３日

（金）午後５時 

 

（持参又は郵送） 

３ 企画提案書 

見積書 

各１０部 

（正本１部、副本９

部） 

令和６年８月２３日

（金）午後５時 

 

（持参又は郵送） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


